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は じ め に

字山田地区の一部では、令和４年１０月１日から「住居表示」を実

施するため、住所の表し方が変わります。

そこで、住居表示により何が変わり、どのような手続きが必要と

なるか、また、手続きが不要なものについてもご案内いたします。

お手数をお掛けしますが、住居表示制度は、住所をわかりやすい

ものにする制度として、法律に基づいて実施されるものです。この

制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し

上げます。

詳細は、倶知安町ホームページにも記載しています。

https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/town_administration/toshikeikaku/4076/
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１．住居表示実施区域
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l 住居表示制度とは

現在、住所の表し方は土地の地番を用いて「○番地○」としてきました。

土地の地番は明治時代初めに設けられ、当時は順序良くつけられいましたが、土地の分筆、

合筆、開発などにより、現在は順序良く並んでおらず、飛び番や欠番が生じています。

また、同一地番に複数の建物が建っている場合もあり、場所を特定することが難しくなっ

ています。

このような住所の混乱を解消するため、昭和３７年に「住居表示に関する法律」が施行さ

れ、これに基づいて全国的に住居表示が実施されています。

l 住居表示の必要性

この地区は世界の観光客が訪れる国際リゾート地として発展する中で、建築物が著しく増

加しております。それに伴い、土地の分筆、合筆などにより地番の並びが煩雑になり、次の

ような問題が起き、生活に支障をきたすケースがあります。

これらの問題を住居表示で解決し、目的地を誰でもわかりやすいものにする

ことで、利便性を向上し、「安全・安心」な国際リゾート地としての基盤を強化

することを目的としています。

２．住居表示の必要性・目的

① 緊急時にスピーディーな対応ができない

② 観光客が目的地を探すのに時間がかかる

③ 宅配物の遅配や誤配



- 5 -

l 住所の表示

住居表示の実施により、以下のように住所の表し方が変わります。

＜今まで＞

＜実施後＞

l 郵便番号について

住居表示実施区域内の郵便番号は、下記のとおりになります。

３．新しい住所等の表し方

倶知安町 字山田 １９１番地６

ニセコひらふ１条 〒０４４－００８０

ニセコひらふ２条 〒０４４－００８９

ニセコひらふ３条 〒０４４－００８８

ニセコひらふ４条 〒０４４－００８７

ニセコひらふ５条 〒０４４－００８６

倶知安町 ニセコひらふ１条４丁目 １番 １号

（新町名） （街区符号） （住居番号）

（字名） （番地）
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l 本籍の表示（戸籍）

字名が新町名に変更になりますが、従来の番地がそのまま使われます。

＜今まで＞

＜実施後＞

※ 新住所に合わせた表記への変更を希望する場合は、町住民環境課で転籍の手続きが必要です。

＜住居表示実施後の本籍＞ 倶知安町ニセコひらふ１条４丁目１９１番地６

↓ （転籍の手続きを行った場合）

＜転籍手続き後の本籍＞ 倶知安町ニセコひらふ１条４丁目１番

（住居表示実施後の本籍は、街区符号（○番）までとなり、住居番号（○号）は入りません）

l 不動産の表示（登記簿）

本籍と同様、字名が新町名に変更になりますが、従来の番地がそのまま使われます。

詳細は P16 にも記載しています。

＜今まで＞

＜実施後＞

倶知安町 字山田 １９１番地６

倶知安町 字山田 １９１番地６

倶知安町 ニセコひらふ１条４丁目 １９１番地６

倶知安町 ニセコひらふ１条４丁目 １９１番地６

（新町名） （従来の番地）

（字名） （番地）

（新町名） （従来の番地）

（字名） （番地）
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新しい住所は「街区符号」と「住居番号」で表され、次のような方法で決まります。

（例） 倶知安町ニセコひらふ１条４丁目○番○号

l 街区符号

新しい町割を道路や河川など、いくつかの街区に区切り、基準点から順番に番号を付け

ていく。

l 住居番号

さらに、街区ごとに周囲に１０ｍ間隔で順番に番号をつけます（時計回り）。これを基礎

番号と言います。

住居の番号は建物の出入口がどの基礎番号に当たるかで決まります。

（住居番号は「○号」で表します）

４．新しい住所の決まり方
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住居表示を実施することにより、住所の表し方が変わるため、各機関で住所変更が必要に

なります。

銀行や保険など民間企業との契約等に関するお手続きについては、お手数ですがそれぞれ

お問い合わせいただきますようお願いします。

l 倶知安町役場での手続き

５．住所変更に伴い、ご自身で手続きが必要なもの

変更になるもの 対象者 問合せ先
手続きの

期限
必要な書類

マイナンバーカード
マイナンバーカー

ドをお持ちの方

倶知安町役場

住民環境課

住民係

☎0136-56-8007

期限はありま

せんが、実施後、

お早めに手続き

をお願いしま

す。

マイナンバーカード

（変更手続きには暗証番号

が必要になります。暗証番号

をお忘れの場合は、本人確認

書類をご持参ください）

住民基本台帳カード
住民基本台帳カー

ドをお持ちの方

住民基本台帳カード

（変更手続きには暗証番号

が必要になります。暗証番号

をお忘れの場合は、本人確認

書類をご持参ください）

在留カード
在留カードをお持

ちの方
在留カード

本籍の表示

本籍の表示の変更

（転籍）をご希望

の方

（P6 参照）

期限はありま

せん。転籍をご

希望の方は随時

お手続きをお願

いします。
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l 法務局（登記）関係の手続き

※ 手続きの際に住居表示決定通知書を添付する場合は、登記の費用はかかりません。

l 年金関係の手続き

年金加入者及び受給者の住所については、自動的に住所が切り替わるので、基本的には手

続きが不要です。

ただし、正確な情報が把握できていない場合等は、自動的に住所変更が行われませんので、

住居表示実施後２～３ヶ月以降も旧住所で案内等が届く場合は、下記の問合せ先にご確認く

ださい。

変更になるもの 対象者 問合せ先 手続きの期限 必要な書類

不動産（土地・建

物）の所有の住所

（P16 参照）

国内に土地・建

物を所有してい

る方

札幌法務局

倶知安支局

☎0136-22-0232

手続きには期限は

ありませんが、早め

の変更をお勧めしま

す。

不動産の売買や相

続の際には書き換え

が必要です。

住居表示決定通知書

（町から発行）

※ 原本の提出が必要

ですが、ご希望の場

合は原本の返却が可

能です。

（問合せ先にご確認

ください）

法人の所在地・代

表者の住所

登記をしている

会社・法人の代

表者

札幌法務局

法人登記部門

☎011-709-2311

（内線 2188）

実施後、２週間以内

変更になるもの 対象者 問合せ先 手続きの期限 必要な書類

年金加入者の住所

年金受給者

倶知安町役場

住民環境課

住民係

☎0136-56-8007

基本的には手続

きが不要ですが、

住居表示実施後２

～３ヶ月以降も旧

住所で案内等が届

く場合は、お手続

きをお願いしま

す。

手続きが必要に

なる場合は、問合

せ先にご確認くだ

さい。

第１号被保険者

（自営業者・農業者とその

家族、学生、無職の方など、

第２号被保険者及び第３

号被保険者でない方）

第２号被保険者

（厚生年金、共済年金の加

入者） 小樽年金事務所

☎0134-65-5002第３号被保険者

（第２号被保険者に扶養

されている配偶者）
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l 自動車関係の手続き

変更になるもの 対象者 問合せ先
手続きの

期限
必要な書類

運転免許証

（住所・本籍）

自動車運転免許証

をお持ちの方

倶知安警察署

☎0136-22-0110

期限はあり

ませんが、実

施後、お早め

に手続きをお

願いします。

住所変更の場合

・自動車運転免許証

・住居表示決定通知書

（町から発行／原本提示）

※ 原本は返却可能です

本籍変更の場合

・自動車運転免許証

・住民票の写し（原本）

（変更後の本籍が記載され

たもの）

自動車検査証の住所

・普通自動車

・オートバイ

（126cc 以上）

・普通自動車

・オートバイ

（126cc 以上）

の所有者及び使用者

北海道運輸局

☎050-5540-2001

個人の場合

・自動車検査証（軽二輪の

場合は軽自動車届出済証）

・住居表示決定通知書

（町から発行／コピー可）

法人の場合

・自動車車検証（軽二輪の

場合は軽自動車届出済証）

・住所変更後の登記事項

証明書

共通

・委任状（所有者以外が

手続きするとき）

軽自動車の自動車検

査証の住所

・軽四輪自動車

・軽三輪自動車

軽自動車を所有の方

軽自動車検査協会

札幌主管事務所

☎050-3816-1763

個人の場合

・自動車検査証

・住居表示決定通知書

（町から発行）

法人の場合

・自動車検査証

・住居表示決定通知書

（町から発行）

共通

・委任状（所有者以外が

手続きするとき）
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l その他の手続き

変更になるもの 対象者 問合せ先
手続きの

期限
必要な書類

競争入札参加資格審

査申請

各官公署におい

て、競争入札参加

資格を受理され

ている方

資格を有している

官公署

期限はありま

せんが、実施後、

お早めに手続き

をお願いしま

す。

各官公署にご確認く

ださい。

・銃砲刀剣類等所持

許可者

・風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律届

出者

・古物営業法の許可

者及び営業所の所

在地

・警備業法の法人所

在地及び役員等の

住所変更

各許可証をお持

ちの方

倶知安警察署

☎0136-22-0110

問合せ先にご確認く

ださい。

勤務先、学校など
勤務先（会社）、学校などにご確認ください。

倶知安町立小・中学校へ通学されている場合は、手続き不要です。

金融機関、保険会社、

携帯会社、ガスなど

契約先

お手数ですが、各契約先等へご確認ください。
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以下に記載のものはご自身での手続きが不要ですが、不明な点があれば下記の各問合せ先

にご確認ください。

l 倶知安町役場での手続き

＜住民登録・戸籍・印鑑登録関係＞

６．ご自身での手続きが不要なもの

変更になるもの 対象者 問合せ先 備考

住民票（住民基本台帳） 対象地区に住民登録がある方

倶知安町役場

住民環境課

住民係

☎0136-56-8007

役場が新しい住所及び本

籍に書き換えます。

戸籍簿（本籍欄） 対象地区に本籍がある方

戸籍の附票（住所欄） 対象地区に住民登録がある方

印鑑登録 印鑑登録をしている方

通知カード 通知カードをお持ちの方

現在は通知カードの制度

自体が終了しているため、住

所を変更することはできま

せん。

よって、マイナンバーを証

明する書類として使用する

ことができません。

マイナンバーを証明する

書類としては、住民票を発行

していただくか、写真付きの

マイナンバーカードを取得

いただく必要があります。
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＜国民健康保険・後期高齢者医療等関係＞

＜介護保険関係＞

変更になるもの 問合せ先 備考

国民健康保険被保険者証

倶知安町役場

福祉医療課 保健医療室

国保医療係

☎0136-56-8006

手続の必要はあり

ません。

10 月中に新しい住

所が記載された保険

証及び受給者証等を

郵送します。

新しい保険証及び

受給者証等が届くま

では、現在の保険証

及び受給者等が使用

できます。

国民健康保険限度額適用認定証

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険特定疾病療養受療証

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担疾病療養受療証

後期高齢者医療限度額適用認定証

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

ひとり親家庭等医療費受給者証

重度心身障害者医療費受給者証

子ども医療費受給者証

変更になるもの 問合せ先 備考

介護保険被保険者証

倶知安町役場

福祉医療課

高齢者介護保険係

☎0136-21-2767

手続の必要はありません。

10 月中に新しい住所が記載され

た保険証及び受給者証等を郵送し

ます。

新しい保険証及び受給者証等が

届くまでは、現在の保険証及び受給

者等が使用できます。

介護保険負担割合証

介護保険負担額認定証
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＜児童手当関係＞

＜福祉関係＞

＜学校関係＞

変更になるもの 問合せ先 備考

児童手当

倶知安町役場

こども未来課 こども支援係

☎0136-55-6116

すでに交付されているものは引

き続き使用できます。

更新の際に書き換わりますが、す

ぐに表示の変更が必要な場合は、お

申し出ください。

児童扶養手当

特別児童扶養手当

変更になるもの 問合せ先 備考

身体障害者手帳

倶知安町役場

福祉医療課 社会福祉係

☎0136-55-6115

すでに交付されているものは引

き続き使用できます。

更新の際に書き換わりますが、す

ぐに表示の変更が必要な場合は、お

申し出ください。

療育手帳

自立支援医療受給者証

障害福祉サービス受給者証

障害児福祉手当

特別障害者手当

心身障害者福祉手当

重度心身障害者手当

変更になるもの 対象者 問合せ先 備考

学校に届けている住所

倶知安町立小・中学

校に通学されている

方

倶知安町教育委員会

学校教育課 学校教育係

☎0136-56-8018

町教育委員会から学校

へ連絡をするので、手続き

は不要です。

倶知安町立以外の学

校に通学されている

方

各学校または教育委員会へご確認ください。
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＜税金関係＞

l 倶知安町役場以外での手続き

変更になるもの 対象者 問合せ先 備考

固定資産課税台帳

区域内の土地または

家屋を所有している

方

倶知安町役場

税務課 資産税係

☎0136-56-8004

翌年度の課税から変更

となります。

原動機付自転車（125cc 以

下）や小型特殊自動車の

所有者の住所

原動機付自転車（125

cc 以下）や小型特殊

自動車を所有してい

る方

倶知安町役場

税務課 住民税係

☎0136-56-8003

役場が新しい住所に書

き換えます。

変更になるもの 問合せ先 備考

ＮＴＴ（固定電話）
フレッツ光・ひかり電話サービス

☎0120-116-116

町から新住所をお知らせす

るので、ご自身での手続きは不

要です。

北海道電力
北海道電力倶知安ネットワークセンター

☎0120-060-599

ＮＨＫ
ＮＨＫ北海道中央営業センター

☎011-232-4021

郵便局
倶知安郵便局

☎0570-943-549

ヤマト運輸
ヤマト運輸 お客様サービスセンター

☎0570-200-703

佐川急便
佐川急便 倶知安営業所

☎0570-01-0673

パスポート
後志総合振興局 総務課

☎0136-23-1316

住居表示による本籍の変更

は、パスポート更新時の本籍変

更には該当せず、有効期限内の

切替には、戸籍の提出は不要で

す。

パスポート所持人記入欄に

住所を記入している方はご自

身で旧住所を２本線で消し、新

しい住所を記入してください。
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不動産（土地・建物）をお持ちの方は、住居表示の実施にともない、不動産登記簿に記載

された「所有者の住所」を変更する必要がありますので、手続きをお願いします。

手続きの際に町から発行する「住居表示決定通知書」を添付する場合は、登記の費用はか

かりません。

l 不動産登記簿上の変更内容について

住居表示の実施により、不動産登記簿に記載されている「所在」（Ａ）が、法務局の職権

により、新しい町名に変更されます。

「地番」（Ｂ）は、原則として変わりません。

「所有者の住所」（Ｃ）の表示については、所有者が変更の申請手続きをする必要があり

ます。この変更手続きには期限はありませんが、所有権の移転や抵当権の設定などの登記を

行う際には、新しい住所への変更手続きが必要です。

 所　在

順位番号

1

 表　題　部（土地の表示） 調製 不動産番号 　1234567891011

地図番号 余白 筆界特定

倶知安町字山田

　①　地　番 　②地　目 　③　　地　　積　　㎡

 １９１番地６ 宅地 100 00
不詳

〔平成３０年１０月１日〕

　権　利　部　（甲　区　）　　（所有権に関する事項）

登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

　所有権保存
平成３０年１０月２日

第１２３号

所有者　倶知安町字山田１９１番地の６

　倶知安　太郎

　倶知安町ニセコひらふ一条四丁目１９１－６ 全部事項証明書 　　　（土地）

倶知安町ニセコひらふ一条四丁目
令和４年１０月１０日変更

令和４年１０月１０日登記

　余白

　余白

　余白

住居表示実施後に法務局の職権で変更されます

※変更なし

住居表示実施後に登記申請をすることで

「ニセコひらふ１条４丁目１番１号」などに変更されます

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

７．不動産（土地・建物）を所有されている方へ
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l 登記申請書の書き方について
所有者等の住所変更の登記を法務局に申請する場合は、下記の記載例をご確認の上、申

請書を作成してください。

＜記載例＞

登 記 申 請 書

登記の目的 １番所有権登記名義人住所変更（注１）

原 因 令和４年１０月１日住居表示実施（注２）

変更後の事項 住所 倶知安町ニセコひらふ１条４丁目１番１号 （注３）

申 請 人 倶知安町ニセコひらふ１条４丁目１番１号

倶知安 太郎 印（注４）

連絡先の電話番号０００－００００－００００（注５）

添 付 書 類

住居表示実施証明書（注６）

令和４年１０月３日申請 札幌 法務局 倶知安支局

登録免許税 登録免許税法第５条第４号（注７）

不動産の表示（注８）

不動産番号 １２３４５６７８９１０１１（注９）

所 在 倶知安町ニセコひらふ一条四丁目

地 番 １９１番地６

地 目 宅地

地 積 １００．００平方メートル

不動産番号 ０９８７６５４３２１０１２

所 在 倶知安町ニセコひらふ一条四丁目

家 屋 番 号 １９１番地６

種 類 居宅

構 造 木造２階建

床 面 積 １階 ５５．５０平方メートル

２階 ５０．００平方メートル契印 （注 10）

※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分

には何も記載しないでください。
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＜記載例の解説及び注意事項等＞

(注１) 甲区（その不動産について所有権に関する登記の登記事項が記録される部分です。）何番の

所有権の登記名義人（所有者）の住所を変更するのかを表示します。付記登記（「・・・・付

記２号」などの登記）がある場合でも、主番号（１番）のみを記載します。

(注２) 町から交付される住居表示決定通知書に記載されている住居表示の実施の日を記載します。

(注３) 住居表示決定通知書に記載されている現在の住所を記載します。

(注４) 所有権の登記名義人(所有者)の現在の住所及び氏名を記載し、末尾に認印を押してください。

(注５) 申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から連絡するための連

絡先の電話番号（平日の日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の電話番号でも差

し支えありません。）を記載します。

(注６) 住居表示が実施されたことを証する情報及び登録免許税を非課税とするために必要な情報

として、町が発行する住居表示決定通知書を添付します。原本の提示が必要ですが、希望され

る場合は原本の返却が可能です。（法務局にご確認ください）

(注７) 登録免許税は、非課税になります。根拠条文を例のように記載してください。

(注８) 登記の申請をする不動産を、登記記録（登記事項証明書）に記録されているとおりに正確に

記載してください。

(注９) 不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目及び地積（建物の所在、家屋番号、

種類、構造及び床面積）の記載を省略することができます。

(注10) 申請書が複数枚にわたる場合は、申請人は、各用紙のつづり目に必ず契印をしてください（申

請人が２人以上いる場合は、そのうちの１人が契印することで差し支えありません。

申請書の様式は、法務局のホームページから取得することができます。

詳しくは、法務局にご確認をお願いします。

☎（連絡先）札幌法務局 倶知安支局 0136-22-0232

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

「11）登記名義人住所・氏名変更登記申請書（住居表示実施の場合）」
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l 街区表示板

町名と街区符号が表示されているプレートを、各街区の角付近に取り付けさせていただきます。

倶知安町の委託業者（町発行の身分証明書を携帯）があらかじめ該当する方へお願いに伺います。

ご協力をお願いいたします。

l 住居番号表示板

町名と街区符号・住居番号が表示されているプレートを１棟の建物に１枚ずつ取り付けさせてい

ただきます。取り付け箇所につきましては、各住宅等の玄関先の道路から見やすい位置に指定いた

だきます。（玄関や塀など）

倶知安町の委託業者（町発行の身分証明書を携帯）があらかじめ該当する方へお願いに伺います。

ご協力をお願いいたします。

※ 街区表示板・住居表示板のデザインは仮のものです。

街区表示板・住居番号表示板を設置いただくことにより、「誰もが訪ねやす

く、わかりやすいまち」につながりますので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

８．表示板の設置のお願い

住居番号表示板街区表示板
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① 住居表示決定通知書

住所の表し方がどのように変わるかお知らせする書類です。

各機関への住所変更等の手続きにも使用します。

紛失された場合や、追加が必要な場合は、再度交付しますので、町まちづくり新幹線課ま

ちづくり係までご連絡ください。

② 住居表示案内図

町の名称・境界・街区符号、住居番号を記載した図面です。

③ 街区表示板・住居番号表示板

町名と街区符号・住居番号を表す表示板です。（P19 に記載）

※ お渡しするのは、該当者のみとなります。

④ 本籍の変更についての通知

住居表示実施地区に本籍がある方には、本籍の変更についての通知を町住民環境課から送

付します。

①～③は、倶知安町の委託業者（町発行の身分証明書を携帯）が

直接お伺いしてお届けします。

【本籍の変更についてのお問い合わせ先】

☎倶知安町役場 住民環境課 住民係 0136-56-8007

９．今後お届けするもの
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⑤ 「住所変更のお知らせ」用の無料はがき

新しい住所をご友人やお取引先などにお知らせするための無料はがきを郵便局から配布

します。

差し出し方法は、はがきと一緒にお届けした封筒にまとめて入れるか輪ゴムなどで束ね

た上で、郵便局へのご持参またはお近くの郵便ポストへの投函をお願いします。（切手は不

要です）

枚数が不足した場合は、倶知安郵便局または町まちづくり新幹線課まちづくり係にご連絡

下さい。

※ 郵便局へは、町から新しい住所を連絡しますので、住所変更の手続きは不要です。

配布数：１世帯または１事業所あたり５０枚

【郵便に関する問合せ先】

☎日本郵便株式会社 倶知安郵便局 0570-943-549



住居表示全般に関する問合せ先

倶知安町 まちづくり新幹線課 まちづくり係

〒044-0001

倶知安町北１条東３丁目３番地

電話：0136-56-8012

メールアドレス：machi@town.kutchan.lg.jp


